
 議案第１９号 

   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２８年２月１７日 

 

                提出者 墨田区長  山  本    亨    

 

   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 第１５条の４第１号中「１００分の６．４５」を「１００分の６．８６」に改め、

同条第２号中「３万３，９００円」を「３万５，４００円」に改める。 

 第１５条の８中「５２万円」を「５４万円」に改める。 

 第１５条の１２第１号中「１００分の１．９８」を「１００分の２．０２」に改め

る。 

 第１５条の１６中「１７万円」を「１９万円」に改める。 

 第１６条の４第１号中「１００分の１．６２」を「１００分の１．５９」に改める。 

 第１９条の２各号列記以外の部分中「５２万円」を「５４万円」に、「１７万円」

を「１９万円」に改め、同条第１号イ中「２万３，７３０円」を「２万４，７８０

円」に改め、同条第２号中「２６万円」を「２６万５，０００円」に改め、同号イ中

「１万６，９５０円」を「１万７，７００円」に改め、同条第３号中「４７万円」を

「４８万円」に改め、同号イ中「６，７８０円」を「７，０８０円」に改める。 

 第２３条第１項各号列記以外の部分中「その申請によって」を「当該納付義務者の

申請により」に改め、同項第４号中「類する理由がある」を「掲げる場合のほか、区

長が特に必要があると認める」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「申請を

し」を「規定により保険料の徴収猶予を受け」に、「証明すべき」を「証する」に改

め、同項第１号中「氏名」を「納付義務者の氏名」に改める。 

 第２４条第１項各号列記以外の部分中「者のうち」を「保険料の納付義務者のうち、



特に」に、「保険料」を「当該納付義務者の申請により、その保険料」に改め、同項

第１号を次のように改める。 

 ⑴ 前条第１項各号のいずれかに該当すると認められる納付義務者 

 第２４条第２項各号列記以外の部分中「納期限前７日」を「納期限日又は当該保険

料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払日」に、「証明する」を「証する」に改

め、同項第１号中「氏名」を「納付義務者の氏名」に改め、同条第４項各号列記以外

の部分中「定める」の次に「日以後の納期限又は特別徴収対象年金給付の支払に係る

月の」を加え、同項各号中「以後の納期限に係る保険料」を削る。 

   付 則 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第１５条の４、第１５条の８、第１５条の１２、第１５

条の１６、第１６条の４及び第１９条の２の規定は、平成２８年度分の保険料から

適用し、平成２７年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

（提案理由） 

 特別区国民健康保険事業の調整に関する共通基準に基づき保険料率を改定するほか、

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い賦課限度額を引き上げる等の必要がある。 


